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＜敬老事業＞敬老対象者の皆様へ記念品とお花をお届けしました 
区長さん、班長さんのご協力をいただき、敬老対象者

の皆様へ記念品としおりをお届けしました。9 月 10 日から
は民生児童委員さんにご協力をいただき、地域内の喜
寿・米寿の方へ、記念品とお花をお届けしました。今年
は、社協主催の個人写真撮影が延期になりまし 
たことから、直接対象の皆様へお届けいたしました。 

 

今年敬老事業で対象者に贈られた記念品は下記のとおりです。 
◆花巻市  米寿 金杯 

◆八日市地区コミュニティ会議（敬老祭実行委員会） 

米寿・喜寿 タオルセット、フラワーアレンジメント 

敬老対象者全員 ハンドソープ・ウエットシート、しおり 

 

八日市振興センター内 

花巻市石鳥谷町大興寺8-157-4 

電話/FAX 45-4840 
八日市地区コミュニティだより 

＜９/２７からの施設の利用制限一部変更について：現在利用制限レベル 3＞ 

 新型コロナウイルス感染拡大の影響で 8/14 から全館休館しておりましたが、施設の制限が一部緩和

されましたのでお知らせいたします。 

 屋外施設を含め、利用される場合は必ず事前の申請と、使用後に参加者（出席者）の名簿の提

出が必要になりますので、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 また、地区内の公民館、地区内の自治組織団体の会議での使用に限り、事前に申請をいただければ

土日、夜間の貸出も可能です（祝日及び第 2、4 月曜は元々の休館日のため除きます。使用可能時

間は午前 9 時から午後９時までの間で 2 時間以内です）。市へ提出する書類が必要となりますので、

遅くても 1 週間前までには申請をお願いいたします。 

 
 いきいき交流館、ゲートボール場 構造改善センター 

対象者 原則、市民・市内の団体のみ 

休館日 
土日祝日、第 2、第 4 月曜 
12/29～1/3 

毎週月曜 
12/29～1/3 

開館時間 9：00～17：00 9：00～21：00 

利用人数 
※対人距離（2ｍ（最
低 1ｍ））確保 

活動室：25 人 
研修室：16 人 
調理実習室：7 人 
ゲートボール場： 
対人距離 2ｍが確保できる人数 

多目的ホール：50 人 
会議室(和室)：17 人 
調理室：４人 

利用時間 2 時間以内 
1 回あたりの利用に対して時間制限
なし 

飲食・調理 調理不可、会議のお茶は可 
調理不可、会議やスポーツの際の水
分補給可 

 運動公園を団体で利用する場合も事前の申請、名簿の提出が必要です。人数の制限は特にありま

せんが、対人距離 2ｍを確保できる人数での利用をお願いいたします。 

運動公園内トイレの手洗い場にはハンドソープも常備しています。手洗いの徹底をお願いいたします。 

申請や、利用制限について分からないことがありましたら、いきいき交流館（振興センター）までお問

い合わせください（電話 ４５－４８４０）。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜八日市地区コミュニティ会議主催イベント・生涯学習等中止のお知らせ＞ 
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、以下のイベント、行事を中止します。 
・10 月開催予定 いきいき移動研修 中止 
・11 月開催予定 八日市地区文化祭 中止 

※この他にも毎年開催している行事やイベントが中止となる場合があります。決まり次第コミュニティだ
よりでお知らせします。 

～秋の火災予防運動の実施について～ 
 

11 月９日から 15 日までの７日間にわたり、「秋季全国火災予防運動」が実施されます。これから
の時季は空気の乾燥や強風により、火災が発生しやすい気象条件となります。火の取り扱いには十分
注意してください。 
火災による死者の約７割は住宅火災で発生しています。死者の発生した住宅火災の主な原因は、た
ばこ、ストーブ、こんろです。火災から大切な命を守るために、「４つの習慣・６つの対策」を心がけましょ
う。 
      
習慣１ 寝たばこは絶対にしない、させない。 
習慣２ ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。 
習慣３ こんろを使うときは火のそばを離れない。 
習慣４ コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。 

 
対策１ 火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する。 
対策２ 火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、取りつけてから 10 年を

目安に交換する。 
対策３ 火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは、防炎品を使用す

る。 
対策４ 火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく。 
対策５ お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確認し、早期に避難できるよ

う備えておく。 
対策６ 防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。 

お問い合わせ 花巻北消防署電話番号  ４５－２１１９ 

 

住宅用火災警報器は 10年を目安に交換しましょう 
本市では、平成 18 年 6 月 1 日から新築住宅に、平成２３年 6 月 1 日からすべての住宅に住宅

用火災警報器の設置が義務付けられました。 
  この住宅用火災警報器、10 年を目安に交換することが推奨されています。皆様のお宅の住宅用火
災警報器は、設置されてから何年経っていますか？この機会に確認してみましょう。 
 

お問い合わせ 消防本部予防課 電話 ２２－６１２３ 

＜八日市体育協会主催イベント中止のお知らせ＞ 
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、以下の

イベントの中止が決定しました。 

10 月開催予定 

・地区民ソフトミニバレーボール大会 中止 

11 月開催予定 
・地区民ゲートボール大会 中止 
・地区民卓球大会 中止 

  

●ホームページ掲載版について● 

・慶弔欄は掲載しません 

・個人名が入った記事は、掲載を見合わせる

場合がありますのでご了承ください 

・人物が写っている画像は加工処理をして掲

載しております 


